
１４．高校生等への修学支援

（前 年 度 予 算 額 ３９０，９４１，３１２千円)

平成28年度要求・要望額 ３９０，９４１，３１２千円

１ 要旨
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料に充てる

ため高等学校等就学支援金を支給し、授業料以外の教育費については各都道府県が実施

、 。する高校生等奨学給付金事業を支援することで 低所得世帯等の教育費負担軽減を図る

２ 内容

（１）高等学校等就学支援金等 368,708,268千円

新制度（所得制限等）の学年進行に伴う支給対象者の減（約301万人→約273万人）

などを反映し、高等学校等就学支援金を支給することにより、家庭の教育費負担軽減

を図る。

【支給額】

（ ）。○ 高等学校等に在学する者に対して年額118,800円を支給 学校設置者が代理受領

○ 保護者等の年収が910万円( )以上程度（ 304,200円以上）世帯の者に※ 市町村民税所得割額

対しては、就学支援金を支給しない。

○ 私立高等学校等に在学する生徒については、所得に応じて、支給金額を1.5～2.5

倍した額を上限として支給する。

年収250万円( )未満程度（ 非課税） 297,000円（2.5倍）※ 市町村民税所得割

年収250～350万円( )未満程度（ 51,300円未満）237,600円（2.0倍）※ 市町村民税所得割額

年収350～590万円( )未満程度（ 154,500円未満）178,200円（1.5倍）※ 市町村民税所得割額

【 年収は両親と子供2人世帯の場合を目安】※

【支給対象学校種】

国公私立の高等学校、中等教育学校（後期課程 、特別支援学校（高等部 、高等専門） ）

学校（1～3学年 、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格）

者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの 、各種学校のうち告示指定を受けた）

外国人学校、海上技術学校

【経費内訳】

① 高等学校等就学支援金交付金 363,341,044千円

② 高等学校等就学支援金事務費交付金 4,764,050千円

③ 公立高等学校授業料不徴収交付金 603,174千円

※ 平成２６年３月以前から引き続き在学する者には、従前の制度を適用。
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（２）高校生等奨学給付金 18,912,114千円

学年進行で着実に事業を実施するとともに、非課税世帯の給付額の増額を図ること

。により、低所得世帯の教育費負担の軽減を推進する（補助率１／３）

【拡充内容】

○学年進行で着実に事業を実施

平成２７年度：１～２年次 → 平成２８年度：１～３年次

○対象者数の増

平成２７年度： ３４万人 → 平成２８年度：４７．２万人（１３．２万人増）

○非課税世帯【全日制 （第１子）における給付額の増額】

【給付要件】

○非課税世帯（特別支援学校高等部の生徒を除く 。）

○保護者、親権者等が当該都道府県内に在住していること。

（ 、 （ ）、○高校生等が就学支援金支給対象である学校 高等学校 中等教育学校 後期課程

高等専門学校（１～３学年 、専修学校（高等課程）等）に在学していること。）

【給付額】

○生活保護受給世帯【全日制等・通信制】

・国公立の高等学校等に在学する者 年額 32,300円

・私立の高等学校等に在学する者 年額 52,600円

○非課税世帯【全日制等 （第１子）】

・国公立の高等学校等に在学する者 年額 37,400円→129,700円（＋92,300円）

・私立の高等学校等に在学する者 年額 39,800円→138,000円（＋98,200円）

○非課税世帯【全日制等 （第２子以降）】

・国公立の高等学校等に在学する者 年額 129,700円

・私立の高等学校等に在学する者 年額 138,000円

○非課税世帯【通信制】

・国公立の高等学校等に在学する者 年額 36,500円

・私立の高等学校等に在学する者 年額 38,100円

（３）その他の高校生等への修学支援 2,652,723千円

① 学び直しへの支援

高等学校等を中途退学した後、再び高等学校等で学び直す者に対して、都道府県

が、就学支援金の支給期間である３６月（定時制・通信制は４８月）の経過後も、

卒業までの間（最長２年 、継続して就学支援金に相当する額を支給する場合に、）

国が都道府県に対して所要額を補助する（補助率１０／１０ 。）

② 家計急変世帯への支援

保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減し、低所得となった世帯に
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対し、都道府県等が授業料減免による緊急の支援を行う場合、就学支援金の支給額

に反映されるまでの間、就学支援金と同様の支援を行うために必要な経費を補助す

る（補助率１／２、１０／１０ 。）

③ 海外の日本人高校生への支援

海外の日本人学校等に通う日本人高校生についても、広く高等学校段階の学びを

支援する観点から、就学支援金に相当する額を支給する（補助率１０／１０ 。）

④ 特別支援教育就学奨励費の充実【再掲】

(４）マイナンバーに対応した高等学校等就学支援金事務処理

システムに関する経費等 668,207千円

平成２９年７月に本格始動するマイナンバー・ネットワークシステムと就学支援金

事務を連動させた効率的な就学支援金事務システムを整備する。
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高校生等への修学支援について

趣 旨

◆ 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料に充

てるため高等学校等就学支援金を支給し、授業料以外の教育費については各都道府

県が実施する高校生等奨学給付金事業を支援することで、低所得世帯等の教育費負

担の軽減を図る。

（平成27年度予算額 3,909億円）
平成28年度概算要求額 3,909億円

237,600円

118,800円

383,598円
(私立高校の授業料平均額(H26))

年収(円）※約250万 約350万

(公立高校授業料)

約590万 約910万

297,000円

178,200円

そ
の
他
教
育
費

高校生等
奨学給付金

都道府県による貸与型奨学金

授
業
料

[0円非課税] [51,300円] [154,500円] [304,200円]
※年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生１人(16歳以上）、中学生１人の４人世帯の目安。
実際は[ ]で示した市町村民税所得割額（両親の合算）で判断。

私立高校等のみ加算

都道府県による授業料減免

1.5倍

2.5倍

2倍

[市町村民税所得割額]

家計急変への対応 （１／２国庫補助）

就学支援金の加算拡充

年収250万円未満世帯 ２倍→２．５倍
年収250～350万円世帯 １．５倍→２倍
年収350～590万円世帯 加算なし→１．５倍

は、H26年度からの拡充部分

就学支援金（118,800円）

28年度概算要求額 3,687億円（前年度予算額 3,805億円）

◆ 新制度（所得制限等）の学年進行に伴う支給対象者の減などを反映し、高等学校等

就学支援金を支給することにより、家庭の教育費負担の軽減を図る。

（学年進行等に伴う支給対象者の減 平成27年度:301万人→平成28年度:273万人）。

※１ 年額118,800円を上限とするが、私立高校に通う低所得世帯及び中所得世帯の生徒等に
ついては所得に応じて59,400円～178,200円を加算して支給。

※２ 年収910万円以上程度（市町村民税所得割額 304,200円以上）の世帯の生徒等について
は、所得制限を設定。

※３ 平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学する者については、従前の制度を適用。

高校生等就学支援金等
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高校生等奨学給付金
平成28年度概算要求額 189億円（平成27年度予算額 79億円）

◆ 学年進行で着実に事業を実施するとともに、非課税世帯の給付額の増額を図ること

により、低所得世帯の教育費負担の軽減を推進する(補助率１／３) 。

平成28年度概算要求額 27億円（平成27年度予算額 19億円）
その他の高校生等への支援

(４)特別支援教育就学奨励費の充実【再掲】
特別支援学校高等部の生徒の就学に必要な通学費、学用品費を援助する。

(３)海外の日本人高校生への支援
海外の日本人学校等に通う日本人高校生についても、広く高等学校段階の学びを支援する観点から、就
学支援金に相当する額を支給する（補助率 １０／１０） 。

(１)学び直しへの支援
高等学校等を中途退学した後、再び高等学校等で学び直す者に対して、都道府県が、就学支援金の支給
期間である３６月（定時制・通信制は４８月）の経過後も、卒業までの間（最長２年）、継続して就学支援金に
相当する額を支給する場合に、国が都道府県に対して所要額を補助する（補助率 １０／１０）。

(２)家計急変世帯への支援
保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減し、低所得となった世帯に対し、都道府県等が授業
料減免による緊急の支援を行う場合、就学支援金の支給額に反映されるまでの間、就学支援金と同様の支
援を行うために必要な経費を補助する（補助率 １／２、 １０／１０ ）。

◆ 平成29年7月に本格始動するマイナンバー・ネットワークと就学支援金事務を連動させた効率的
な就学支援金事務システムを整備する。

28年度概算要求額 7億円（前年度予算額 6億円）

マイナンバーに対応した就学支援金事務処理システム開発経費等

【制度内容の充実】

【平成27年度拡充】 生活保護世帯における補助対象の拡大、非課税世帯における支給額の増額

【平成２８年度概算要求】

非課税世帯における給付額の増額

【着実な事業の実施】

生活保護世帯 全日制・通信制 国公立 32,300円 私立 52,600円

非課税世帯 全日制等（第１子） 国公立 37,400円 → 129,700円 私立 39,800円 → 138,000円

　 〃　　  （第２子以降） 国公立 129,700円 私立 138,000円

通信制 国公立 36,500円 私立 38,100円

給付額（年額）世帯区分

26年度 27年度 28年度

３年次 ３年次 ３年次

２年次 ２年次 ２年次

１年次 １年次 １年次

15.7万人
（実績）

34万人
（見込）

47.2万人
（見込）
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１５．総合的な子供の貧困対策の推進

(前 年 度 予 算 額 2,182百万円）

平成28年度要求・要望額 3,562百万円

１．要求要旨

家庭の経済状況にかかわらず、学ぶ意欲と能力のある全ての子供が質の高い教

育を受け、能力・可能性を最大限伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるようにする

ことは、一人一人の豊かな人生の実現に加え、今後の我が国の成長・発展にもつ

ながるものである。

子供の貧困対策に関する大綱を踏まえ、学校を子供の貧困対策のプラットフォ

ームと位置付け、総合的な子供の貧困対策を推進するとともに、教育の機会均等

を保障するため、教育費負担の軽減やフリースクール等で学ぶ子供への支援を実

施する。

２．内 容

（１）学校をプラットフォームとした総合的な子供の貧困対策の推進

◆教育相談の充実 1,009百万円（ 647百万円）

〔補助率１／３ 〔補助事業者：都道府県・政令指定都市・中核市〕〕

・スクールソーシャルワーカー配置の増（2,247人→3,047人）

福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを必要な全ての学校で活用

できるよう今後段階的に配置を拡充

小中学校のための配置（2,200人→3,000人 、）

高等学校のための配置（47人）

・貧困対策のための重点加配（600人→1,200人）

・スーパーバイザー（47人）の配置、連絡協議会の開催・研修を通じた質向上の

取組の支援【新規】

[目標]平成31年度までに、スクールソーシャルワーカーを全ての中学校区（約1万人）に

配置 （ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト）
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◆学習支援の充実

○地域未来塾による学習支援の充実 628百万円（207百万円）

※「学校･家庭･地域の連携協力推進事業」の一部〔生涯学習政策局計上〕

〔補助率１／３ 〔補助事業者：都道府県・政令指定都市・中核市〕〕

経済的な理由や家庭の状況により、家庭での学習が困難であったり、学

習習慣が十分に身についていない中学生等への学習支援を実施するととも

に、新たにＩＣＴの活用等による高校生への支援を行う。

◆高校生等の就職・就学支援等 595百万円（ 491百万円）

○多様な学習を支援する高等学校の推進事業経費

101百万円（ 79百万円）

〔委託費 〔委託事業者：都道府県、学校法人等〕〕

生徒の多様な学習ニーズに応じた教育活動を展開する定時制・通信制課程の

高等学校や総合学科の高等学校、ＩＣＴを活用した遠隔教育を実施する高等学

校における生徒への支援体制の充実を図り、生徒の学習意欲を向上させ、確か

な学力を身につけさせるなど、高等学校教育の質の確保・向上に向けた一層の

取組を推進する。

○補習等のための指導員等派遣事業（高等学校分 【再掲】）

494百万円（ 412百万円）

〔補助率１／３ 〔補助事業者：都道府県・政令指定都市〕〕

学習や学校生活に課題を抱える生徒の学力向上、進路支援、就職支援等を目

的とし、学校教育活動の一環として、補習・補充学習、進路選択への支援等を

、 、 、行うために 退職教員や学校と地域を結ぶコーディネーター 就職支援員など

多様な人材を高等学校等に配置する取組を推進する。

◆要保護児童生徒援助費補助 837百万円（ 837百万円）

〔補助率１／２ 〔補助事業者：都道府県・市町村〕〕

要保護児童生徒の保護者に対して学用品費、修学旅行費、学校給食費等の就学

援助を行う。

≪関連施策≫

・教職員定数の改善（家庭環境などによる教育格差の解消150人）

・高校生等への修学支援

・幼児教育の段階的無償化に向けた取組の推進

・特別支援教育就学奨励費負担等
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（２）フリースクール等で学ぶ子供への支援

◆フリースクール等で学ぶ子供への支援の在り方等に関する実証研究事業【再掲】

492百万円（ 新 規 ）

〔委託費 〔委託事業者：都道府県〕〕

フリースクール等で学ぶ義務教育段階の子供への支援策について、総合的な検

討を進めるため、学習機会を確保するための新たな仕組みの試行及び検証、経済

的支援に係る実証的な研究を実施。

等

（参考：復興特別会計）

※被災児童生徒就学支援等事業

8,033百万円（8,033百万円）

〔補助率１０／１０ 〔補助事業者：都道府県〕〕

東日本大震災で被災し、経済的に就学が困難な幼児児童生徒の就学機会を確保す

るため、幼稚園児への就園支援、小中学生に対する学用品費等の援助、高校生に対

する奨学金支給、特別支援学校等に在籍する児童生徒等への就学奨励、私立学校及

び専修学校・各種学校の授業料減免などを実施する。(全額国庫補助の単年度の交

付金事業)
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庭
環

境
な

ど
に

よ
る

教
育

格
差

の
解

消
に

向
け

た
教

員
定

数
の

措
置

[H
2
7
]1

0
0
人

→
[H

2
8
]

2
5
0
人

（
＋

1
5
0
人

）

教
育

相
談

の
充

実

学
習

支
援

の
充

実

全
て
の
子
供
が
集
う
場
で
あ
る
学
校
を
、
子
供
の
貧

困
対
策
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
位
置
づ
け
、

子
供
の
貧
困
問
題
へ
の
早
期
対
応
、
教
育
と
福
祉
・

就
労
と
の
組
織
的
な
連
携
、
学
校
に
お
け
る
学
力
保

障
・
進
路
支
援
、
地
域
に
よ
る
学
習
支
援
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
貧
困
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
を
目
指

す
。

【
子

供
の

貧
困

対
策

に
関

す
る

大
綱

(平
成

2
6
年

8
月

2
9
日

閣
議

決
定

)を
踏

ま
え

】学
校

を
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
と

し
た

総
合

的
な

子
供

の
貧

困
対

策
の

推
進

（
義

務
教

育
段

階
）

学
校

教
育

に
お

け
る

学
力

保
障

○
学
習
支
援
の
充
実

・
地

域
に

よ
る

学
習

支
援

家
庭

N
P
O
・
地
域

福
祉
関
連
機
関

教
育
委
員
会

○
全

公
立

中
学

校
（
1
0
,0

0
0
校

）
及

び
公

立
小

学
校

（
1
5
,0

0
0
校

）
へ

の
配

置

○
さ

ら
に

小
中

連
携

型
配

置
【
拡

充
】
（
+
週

2
日

×
4
ｈ

）
[H

2
7
] 

3
0
0
中

学
校

区
→

[H
2
8
] 

3
,1

0
0
中

学
校

区

○
貧

困
対

策
の

た
め

の
重

点
加

配
【
拡

充
】
(+

週
1
日

×
4
h
)

[H
2
7
] 

6
0
0
校

→
 [

H
2
8
] 

1
,2

0
0
校

（
+
6
0
0
校

、
倍

増
）

【
目

標
】

平
成

3
1
年

度
ま

で
に

全
公

立
小

中
学

校
(2

7,
5
00

校
)に

配
置

（
ひ

と
り

親
家

庭
・
多

子
世

帯
等

自
立

応
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

）

○
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
配

置
【
拡

充
】
（
週

1
日

×
3
h
）

[H
2
7
]2

,2
4
7
人

→
[H

2
8
]3

,0
4
7
人

（
+
8
0
0
人

、
3
6
％

増
）

○
貧

困
対

策
の

た
め

の
重

点
加

配
【
拡

充
】
（
+
週

1
日

×
3
h
)

[H
2
7
]

6
0
0
人

→
  

 [
H

2
8
]1

,2
0
0
人

（
+
6
0
0
人

、
倍

増
）

※
併

せ
て

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
の

質
向

上
の

た
め

取
組

を
支

援

【
目

標
】

平
成

3
1
年

度
ま

で
に

全
て

の
中

学
校

区
（約

1
万

人
）に

配
置

（
ひ

と
り

親
家

庭
・
多

子
世

帯
等

自
立

応
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

）

②
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

拡
充

①
福

祉
の

専
門

家
で

あ
る

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
の

配
置

拡
充

学
校

（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）

○
教
育
相
談
の
充
実

・
貧

困
世

帯
と

学
校

・
教

育
委

員
会

・
福

祉
部

局
を

つ
な

ぐ

○
学
校
教
育
に
お
け
る
学
力

保
障

・
き

め
細

か
な

授
業

の
推

進
に

よ
る

学
力

保
障

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

家
庭

環
境

な
ど

に
よ

る
教

育
格

差
の

解
消

に
向

け
た

取
組

を
支

援

[H
2
7
] 

  
 

[H
2
8
]

中
学

校
3
0
0
校

→
 3

1
0
0
校

小
学

校
6
0
0
校

→
 6

2
0
0
校

計
9
0
0
校

→
 9

3
0
0
校

（
注

）
地

域
未

来
塾

家
庭

で
の

学
習

習
慣

が
十

分
に

身
に

つ
い

て
い

な
い

中
学

生
・

高
校

生
等

を
対

象
に

大
学

生
や

教
員

Ｏ
Ｂ

等
の

地
域

住
民

の
協

力
や

ＩＣ
Ｔ

等
を

活
用

し
た

原
則

無
料

の
学

習
支

援
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多
様
な
学
習
を
支
援
す
る
高
等
学
校
の
推
進
事
業
経
費

（
平
成
２
７
年
度
予
算
額

：
７
８
，
８
６
７
千
円
）

平
成
２
８
年
度
概
算
要
求
額
：
１
０
１
，
０
１
０
千
円

定
時
制
・
通
信
制
課
程
や
総
合
学
科
の
高
等
学
校
等
に
お
い
て
、
生
徒
の
多
様
な
学
習
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
へ
き
め
細
か
に
専

門
的
か
つ
集
中
的
な
支
援
を
行
う
専
門
人
材
を
常
駐
さ
せ
る
な
ど
学
校
全
体
に
お
け
る
総
体
的
な
取
組
を
推
進
。

ま
た
、
当
該
学
校
が
地
域
の
拠
点
校
と
し
て
地
域
全
体
に
お
け
る
定
時
制
・
通
信
制
課
程
や
総
合
学
科
の
高
等
学
校
等
の
一
層
の
振
興
を
推
進
。

例
１
：
定
時
制
・
通
信
制
課
程
や
総
合
学
科
に
お
け
る
支
援
・
相
談
体
制
の
構
築

地
域
拠
点
校

連
携

連
携

専
門
的
・
集
中
的
な
支
援

学
校
全
体
で

総
体
的
に
支
援

全
日
制
・
定
時
制
課
程
の
高
等
学
校
に
お
け
る

IC
Tを
活
用
し
た
学
習
効
果
を
高

め
る
遠
隔
教
育
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
実
施
し
、
遠
隔
教
育
の
普
及
促
進
を
図
る
。

例
２
：
高
等
学
校
に
お
け
る
遠
隔
教
育
の
普
及
・
推
進

IC
Tを
活
用
し
た
遠
隔
教
育

不
登
校
や
中
退
経
験
者
、
特
別
な
支
援
を
要
す
る
生
徒

◆
目
的
・背
景
教
育
再
生
実
行
会
議
第
四
次
提
言
（
平
成

25
年

10
月
）
、
中
央
教
育
審
議
会
高
等
学
校
教
育
部
会
審
議
ま
と
め
（
平
成

26
年

6月
）
、

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
大
綱
（
平
成

26
年

8月
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
生
徒
の
多
様
な
学
習
ニ
ー
ズ
に
応
じ

確
か
な
学
力
や
学
習
意
欲
の
向
上
等
を
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
る
な
ど
、
高
校
教
育
の
質
の
確
保
・
向
上
に
向
け
た
一
層
の
取
組
を
推
進
。

◆
事
業
内
容
定
時
制
・
通
信
制
課
程
や
総
合
学
科
に
お
け
る
支
援
・
相
談
体
制
の
構
築
、
遠
隔
教
育
の
普
及
・
推
進
な
ど
優
れ
た
取
組
を
先
導
的
に

実
施
す
る
高
等
学
校
等
に
対
し
重
点
的
に
支
援
を
図
り
、
様
々
な
観
点
か
ら
実
践
・
検
証
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
全
国
的
に
展
開
可
能
な
実
践
事
例
の

確
立
・
普
及
を
目
指
す
と
と
も
に
、
委
託
事
業
間
で
も
互
い
に
優
れ
た
実
践
事
例
や
課
題
を
共
有
し
な
が
ら
、
よ
り
優
れ
た
取
組
を
開
発
。

（
指
定
件
数
１
８
件
）

外
部
か
ら
の
講
師
派
遣
や

外
部
機
関
と
の
連
携

生
徒
の
多
様
な
興
味
・
関
心
や
進
路
希
望
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学
習
や
学
校
生
活
に
課
題
を
抱
え
る
生
徒
の
学
力
向
上
、
進
路
支
援
等
を
目
的
と
し
、
学
校
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
、
補
習
・
補
充
学
習
、

進
路
選
択
へ
の
支
援
等
を
行
う
た
め
に
、
退
職
教
員
や
学
校
と
地
域
を
結
ぶ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
な
ど
、
多
様
な
人
材
を
高
等
学
校
等
に
配
置
す

る
事
業
経
費
の
一
部
を
補
助

○
配
置
人
数
：
１
，
２
０
０
人
（
４
．
９
億
円
）

○
事
業
主
体
：
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市

○
補
助
割
合
：
１
／
３
（
地
方
負
担
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
に
よ
り
、
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
）

～
高
等
学
校
等
の
支
援
体
制
整
備
～

補
習
等
の
た
め
の
指
導
員
等
派
遣
事
業
（
高
等
学
校
等
）

（
平
成
２
８
年
度
概
算
要
求
額
：
4
.9
億
円
）

退
職
教
職
員
、
社
会
人
、
教
員
志
望
の
大
学
生
な
ど

退
職
教
職
員
、
社
会
人
、
教
員
志
望
の
大
学
生
な
ど

〔
活
用
の
例
〕

学
習
サ
ポ
ー
タ
ー

・
個
別
学
習
や
課
題
別
学
習
へ
の
対
応

・
補
習
・
補
充
学
習
へ
の
対
応

家
庭

学
校
生
活
改
善
相
談
員

関
係
機
関

進
路
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

・
進
路
選
択
へ
の
支
援

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
支
援

教
師
業
務
ア
シ
ス
タ
ン
ト

・
教
材
開
発
・
作
成
な
ど
教
師
の
授
業
準
備
支
援

・
若
手
教
員
等
へ
の
授
業
支
援

・
不
登
校
生
徒
・
中
途
退
学
へ
の
対
応

・
教
育
相
談

支
援

支

援

援

支

支
援

調
整

絡
連

学
習
の
定
着
や
学
習
意
欲
が
十
分
で
な
い
生
徒
、
不
登
校
生
徒
・
中
途
退
学
者
の
多
い
学
校

高
等
学
校
等

学
習
指
導
等

進
路
指
導
等
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①
要
保
護
者
・
・
・
・
・
生
活
保
護
法
第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
（
平
成
２
４
年
度
約
１
５
万
人
）

②
準
要
保
護
者
・
・
・
市
町
村
教
育
委
員
会
が
生
活
保
護
法
第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
る
者

（
平
成
２
４
年
度
約
１
４
０
万
人
）
【
認
定
基
準
は
各
市
町
村
が
規
定
】

学
校
教
育
法
第
１
９
条
に
お
い
て
、
「
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
、
就
学
困
難
と
認
め
ら
れ
る
学
齢
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
て
は
、
市
町
村
は
、
必
要
な

援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

①
補
助
の
概
要
：
市
町
村
の
行
う
援
助
の
う
ち
、
要
保
護
者
へ
の
援
助
に
対
し
て
、
国
は
、
義
務
教
育
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

「
就
学
困
難
な
児
童
及
び
生
徒
に
係
る
就
学
奨
励
に
つ
い
て
の
国
の
援
助
に
関
す
る
法
律
」
「
学
校
給
食
法
」
「
学
校
保
健
安
全
法
」
等
に
基
づ
い
て

必
要
な
援
助
を
行
っ
て
い
る
。
【
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助
金
】

②
補
助
対
象
品
目
：
学
用
品
費
／
体
育
実
技
用
具
費
／
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
等
／
通
学
用
品
費
／
通
学
費
／
修
学
旅
行
費
／
校
外
活
動

費
／
医
療
費
／
学
校
給
食
費
／
ク
ラ
ブ
活
動
費
／
生
徒
会
費
／
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費

③
国
庫
補
助
率
：
１
／
２
（
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
）

④
平
成
２
８
年
度
概
算
要
求
額
：
８
３
７
，
４
３
６
千
円
（
２
７
年
度
予
算
額
：
８
３
７
，
４
５
１
千
円
）

義
務
教
育
段
階
の
就
学
援
助
に
つ
い
て

準
要
保
護
者
に
対
す
る
就
学
援
助
に
つ
い
て
は
，
三
位
一
体
改
革
に
よ
り
，
平
成
１
７
年
度
よ
り
国
の
補
助
を
廃
止
し
，
税
源
移
譲
・
地
方
財
政
措
置
を

行
い
，
各
市
町
村
が
単
独
で
実
施
し
て
い
る
。

３
要
保
護
者
等
に
係
る
支
援

１
就
学
援
助
の
実
施
主
体

４
準
要
保
護
者
に
係
る
支
援

２
就
学
援
助
の
対
象
者

※
生
活
扶
助
基
準
の
見
直
し
に
伴
い
、
で
き
る
だ
け
そ
の
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
、
国
の
取
組
を
説
明
の
上
、
そ
の
趣
旨
を
理
解
し
た
上
で
各
自
治
体
に
お
い
て
判
断
し

て
い
た
だ
く
よ
う
依
頼
。

※
生
活
扶
助
基
準
の
見
直
し
に
伴
い
、
で
き
る
だ
け
そ
の
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
、
平
成
２
５
年
度
当
初
に
要
保
護
者
と
し
て
就
学
支
援
を
受
け
て
い
た

者
等
に
つ
い
て
は
、
生
活
扶
助
基
準
の
見
直
し
以
降
も
引
き
続
き
国
に
よ
る
補
助
の
対
象
。
平
成
２
８
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
適
切
に
対
応
。

※
単
価
の
標
準
化
を
図
る
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
負
担
を
軽
減
す
る
方
策
を
予
算
編
成
過
程
で
検
討
。
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＜
事
業
概
要
＞

○
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
経
済
的
理
由
か
ら
、
就
学
等
が
困
難
と
な
っ
た
幼
児
児
童
生
徒
に
、
就
学
支
援
等
を
実
施

○
既
存
の
就
学
支
援
事
業
等
に
お
い
て
、
震
災
に
伴
う
対
象
者
増
や
単
価
増
に
伴
う
都
道
府
県
等
の
負
担
を
交
付
金
と
し
て
全
額
国
庫
で
支
援

＜
参
考
＞

平
成
２
６
年
度
ま
で
は
「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
臨
時
特
例
交
付
金
」
と
し
て
、
平
成
２
３
年
度
か
ら
２
６
年
度
ま
で
の
４
年
間
で
総
額
約
４
４
４
億
円
を
措
置
し
、
基
金

事
業
と
し
て
実
施
。
平
成
２
６
年
度
復
興
庁
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
「
公
開
プ
ロ
セ
ス
」
の
と
り
ま
と
め
結
果
を
踏
ま
え
、
複
数
年
度
分
の
所
要
額
を
措
置
し
た
従
来
の
基
金
方

式
を
見
直
し
、
平
成
２
７
年
度
か
ら
全
額
国
庫
負
担
の
単
年
度
の
交
付
金
（
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
事
業
交
付
金
）
と
し
て
必
要
な
所
要
額
を
計
上

＜
具
体
的
施
策
＞

【
幼
稚
園
等
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
幼
稚
園
等
へ
の
就
園
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
世
帯
の
幼
児

（
震
災
に
よ
り
所
得
階
層
区
分
が
変
更
と
な
っ
た
世
帯
の
幼
児
も
含
む
）

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
経
費
）
保
育
料
、
入
園
料

（
対
象
事
業
）
市
町
村
等
に
お
い
て
行
う
幼
稚
園
就
園
奨
励
事
業
等

【
小
・
中
学
校
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
就
学
困
難
と
な
っ
た
児
童
生
徒

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
費
目
）
学
用
品
費
、
通
学
費
、
学
校
給
食
費
、
医
療
費
等

（
対
象
事
業
）
市
町
村
に
お
い
て
行
う
就
学
援
助
事
業

※
通
学
費
に
は
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
に
よ
る
通
学
手
段
の
確
保
に
係
る
経
費
を
含
む

被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
事
業

平
成
２
８
年
度
概
算
要
求
額

８
０
億
円
（
前
年
度
予
算
額
８
０
億
円
）

【
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
】

【
高
等
学
校
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
修
学
困
難
と
な
っ
た
生
徒

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
事
業
）
都
道
府
県
に
お
い
て
行
う
奨
学
金
事
業

※
都
道
府
県
に
お
い
て
、
貸
与
要
件
の
緩
和
や
返
還
時
の
柔
軟
な
対
応
を
行
う
こ
と

で
、
手
厚
い
修
学
支
援
が
可
能

【
私
立
学
校
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
就
学
等
困
難
と
な
っ
た
幼
児
児
童
生
徒

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
事
業
）
都
道
府
県
等
に
お
い
て
行
う
授
業
料
等
減
免
事
業

【
特
別
支
援
（
幼
・
小
・
中
・
高
）
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
就
学
困
難
と
な
っ
た
幼
児
児
童
生
徒

（
震
災
に
よ
り
支
弁
区
分
が
変
更
と
な
っ
た
者
も
含
む
）

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
事
業
）
都
道
府
県
等
に
お
い
て
行
う
就
学
奨
励
事
業

【
専
修
学
校
・
各
種
学
校
】

（
対
象
者
）
震
災
に
よ
り
、
職
業
技
術
の
教
育
等
を
目
的
と
す
る
学
校
へ
の
就
学
が
困
難
と
な
っ
た

生
徒

・
専
修
学
校
高
等
課
程
・
専
門
課
程
：
修
業
年
限
１
年
以
上

・
専
修
学
校
一
般
課
程
、
各
種
学
校
：
原
則
修
業
年
限
２
年
以
上

（
補
助
率
）

高
等
課
程
(1
0
/
1
0
)、
そ
の
他
の
課
程
(2
/
3
)

（
対
象
事
業
）
都
道
府
県
等
に
お
い
て
行
う
授
業
料
等
減
免
事
業
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